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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第22期

第３四半期
累計期間

第23期
第３四半期
累計期間

第22期

会計期間
自 2020年４月１日
至 2020年12月31日

自 2021年４月１日
至 2021年12月31日

自 2020年４月１日
至 2021年３月31日

売上高 (千円) 1,064,575 1,316,683 1,409,515

経常利益 (千円) 95,954 153,514 92,407

四半期(当期)純利益 (千円) 60,800 97,590 62,371

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) － － －

資本金 (千円) 374,820 704,805 374,820

発行済株式総数 (株) 4,867,100 5,123,300 4,867,100

純資産額 (千円) 1,320,638 2,067,846 1,322,209

総資産額 (千円) 3,795,432 4,987,423 3,958,493

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 12.49 19.34 12.81

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) － － －

１株当たり配当額 (円) － － －

自己資本比率 (％) 34.8 41.5 33.4
 

 

回次
第22期

第３四半期
会計期間

第23期
第３四半期
会計期間

会計期間
自 2020年10月１日
至 2020年12月31日

自 2021年10月１日
至 2021年12月31日

１株当たり四半期純利益 (円) 5.74 7.15
 

(注)１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

４．１株当たり配当額については、当社は配当を実施しておりませんので、記載しておりません。

５．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首から

適用しており、当第３四半期累計期間及び当第３四半期会計期間に係る主要な経営指標等については、当該

会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 
２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。なお、当社は

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日）及び「収益認識に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日）を第１四半期会計期間の期首から適用しております。こ

のため、以下に記載の前事業年度との増減比較数値は、当該会計基準適用前の前事業年度に関する金額と当該会計基

準を適用した後の当第３四半期会計期間末の金額を比較した数値となっております。詳細は、「第４　経理の状況　

１四半期財務諸表　注記事項　会計方針の変更」をご参照ください。

 
(1) 経営成績の状況

当社は、再生医療・細胞治療を目的とした、「さい帯血」や「さい帯」等の周産期組織由来の細胞のバンキング

事業及び、それらの細胞を利用した、新たな治療法、再生医療等製品の開発、そしてこれらの事業基盤をベースに

した再生医療・不妊治療領域等での投資等の事業展開を行っております。

当第３四半期累計期間においては、引き続き、新型コロナウイルス感染症による社会・経済活動への影響が継続

致しましたが、当社におきましては、昨年度より実施している、デジタル・マーケティング活動の強化、そして、

本年４月より新たに開始した、日本初の「さい帯保管サービス」が寄与し、12月度において過去最高の月次売上高

を計上、第３四半期累計期間においても、過去最高の売上高を計上致しております。

再生医療分野での研究開発につきましては、日本国内においては、高知大学医学部附属病院や大阪市立大学附属

病院等における「さい帯血」による、小児神経疾患を対象とした臨床研究が、また米国においては、デューク大学

での第Ⅱ相臨床研究の成果を受け、さい帯血により、脳性麻痺等の治療を行う専門クリニックの設立が進められる

等、大きく進展しております。

また、引き続き、東京大学医科学研究所及び東京大学医学部附属病院との小児形態異常等の先天性疾患に対する

「さい帯」を用いた治療法の開発、大阪大学大学院医学系研究科との「さい帯」を用いた新たな半月板治療法の開

発等、再生医療分野でのアカデミアとの共同研究にも注力しております。

当社は、既に現在の３倍の規模に対応できる細胞処理センターを整備済みであり、マーケティング活動の強化及

びさい帯血などの細胞を用いた再生医療の普及に努める事により、保管検体数を増加させ、売上高総利益率の向上

を図り、３年程度で営業利益率を当面の目標である25%まで高めてまいります。

そして、現在の細胞バンク事業を成長させながら、当社のネットワークを活用し、ＡＩなどの新しい技術を利用

したデータサイエンス(先制医療)分野や、幹細胞を利用した新たなプロダクトの開発等の事業展開を、Ｍ＆Ａも含

め検討を進めております。

これらの活動の結果、当第３四半期累計期間の売上高は、過去最高の1,316,683千円（前年同期比23.7％増）、営

業利益は168,267千円（前年同期比85.5％増）となりました。また、当社は、2021年６月25日に東京証券取引所マ

ザーズ市場に上場し公募増資を行いました。それに伴い株式交付費6,219千円、株式公開費用9,378千円を営業外費用

に計上した結果、経常利益は153,514千円（前年同期比60.0％増）、四半期純利益は97,590千円（前年同期比60.5％

増）となっております。

なお、当社は、単一セグメントのため、セグメントごとの記載を省略しております。

 
(2) 財政状態の状況

（資産）

　当第３四半期会計期間末における資産合計は4,987,423千円となり、前事業年度末に比べ1,028,930千円増加い

たしました。流動資産は3,966,522千円となり、前事業年度末に比べ816,211千円増加いたしました。これは主に

現金及び預金が666,602千円、売掛金が212,562千円増加したことによるものであります。固定資産は1,020,900

千円となり、前事業年度末に比べ212,718千円増加いたしました。
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（負債）

　当第３四半期会計期間末における負債合計は2,919,576千円となり、前事業年度末に比べ283,292千円増加いた

しました。流動負債は2,860,528千円となり、前事業年度末に比べ271,626千円増加いたしました。これは主に前

受金が260,537千円増加したことによるものであります。固定負債は59,048千円となり、前事業年度末に比べ

11,666千円増加いたしました。

 
（純資産）

　当第３四半期会計期間末における純資産合計は2,067,846千円となり、前事業年度末に比べ745,637千円増加い

たしました。これは主に東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴う公募増資により資本金及び資本準備金が増

加、四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことによるものであります。

 
(3) 経営方針・経営戦略等

当第３四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第３四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はあり

ません。

 
(5) 研究開発活動

当第３四半期累計期間の研究開発費の総額は6,849千円であります。

なお、当第３四半期累計期間において当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 
(6) 主要な設備

当第３四半期累計期間に著しい変動があった設備は、次のとおりであります。

　当社は、細胞保管センターを新設しており建物附属設備が69,100千円増加しております。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 19,460,000

計 19,460,000
 

 
② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2021年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2022年２月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,123,300 5,123,300
東京証券取引所
（マザーズ）

株主としての権利内容に
何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式であ
ります。なお、単元株式
数は100株であります。

計 5,123,300 5,123,300 ― ―
 

（注）2021年６月25日をもって、当社株式は東京証券取引所マザーズに上場しております。

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年10月１日～
2021年12月31日

－ 5,123,300 － 704,805 － 589,805
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(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2021年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 5,121,400
 

51,214
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式であります。な
お、単元株式数は100株であります。

単元未満株式 普通株式 1,900
 

― ―

発行済株式総数 5,123,300 ― ―

総株主の議決権 ― 51,214 ―
 

(注) 当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（2021年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 
② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１  四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(2021年10月１日から2021年12月

31日まで)及び第３四半期累計期間(2021年４月１日から2021年12月31日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責

任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３  四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2021年３月31日)
当第３四半期会計期間
(2021年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,743,484 3,410,086

  売掛金 280,090 492,652

  原材料及び貯蔵品 32,116 32,885

  前払費用 29,706 29,909

  未収還付法人税等 18,538 －

  未収消費税等 46,452 －

  その他 774 2,124

  貸倒引当金 △851 △1,136

  流動資産合計 3,150,311 3,966,522

 固定資産   

  有形固定資産 576,590 645,219

  無形固定資産 15,942 27,816

  投資その他の資産 215,648 347,864

  固定資産合計 808,181 1,020,900

 資産合計 3,958,493 4,987,423

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 20,999 18,435

  未払法人税等 － 40,408

  前受金 2,395,871 2,656,408

  賞与引当金 43,508 21,308

  その他 128,523 123,967

  流動負債合計 2,588,902 2,860,528

 固定負債   

  役員退職慰労引当金 5,906 7,993

  資産除去債務 41,474 51,054

  固定負債合計 47,381 59,048

 負債合計 2,636,284 2,919,576

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 374,820 704,805

  資本剰余金 259,820 589,805

  利益剰余金 687,569 773,235

  株主資本合計 1,322,209 2,067,846

 純資産合計 1,322,209 2,067,846

負債純資産合計 3,958,493 4,987,423
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(2) 【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期累計期間
(自  2020年４月１日
　至  2020年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  2021年４月１日
　至  2021年12月31日)

売上高 1,064,575 1,316,683

売上原価 364,041 495,020

売上総利益 700,533 821,662

販売費及び一般管理費 609,811 653,395

営業利益 90,721 168,267

営業外収益   

 受取利息 76 208

 還付加算金 － 550

 助成金収入 5,156 85

 営業外収益合計 5,233 845

営業外費用   

 株式交付費 － 6,219

 株式公開費用 － 9,378

 営業外費用合計 － 15,597

経常利益 95,954 153,514

特別損失   

 固定資産除却損 961 －

 特別損失合計 961 －

税引前四半期純利益 94,992 153,514

法人税、住民税及び事業税 22,463 48,067

法人税等調整額 11,729 7,856

法人税等合計 34,192 55,924

四半期純利益 60,800 97,590
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【注記事項】

(会計方針の変更)

・収益認識に関する会計基準等の適用

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当

該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

　これにより、分割払いに係る分割手数料について従来細胞分離時に収益を認識しておりましたが、分割契約期

間にわたり収益を認識する方法に変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期会

計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益認識会

計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第１四半期会計期間の期首より前までに行われた契約変更につ

いて、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第１四半期会

計期間の期首の利益剰余金に加減しております。

　この結果、当第３四半期累計期間の売上高、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益がそれぞれ　　

5,326千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は11,923千円減少しております。

　なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経過

的な取扱いに従って、前第３四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しており

ません。

 
・時価の算定に関する会計基準等の適用

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響は

ありません。

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 
前第３四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)

減価償却費 24,281千円 69,801千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)

１ 配当金支払額

該当事項はありません。

 
２ 基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。

 
当第３四半期累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)

１ 配当金支払額

該当事項はありません。

 
２ 基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。

 
３ 株主資本の著しい変動

　当社は、2021年６月25日をもって東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。上場にあたり、2021年

６月24日を払込期日とする公募（ブックビルディング方式による募集）により新株式256,200株の発行をしてお

ります。当該増資により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ329,985千円増加しております。

　この結果、当第３四半期会計期間末において資本金が704,805千円、資本剰余金が589,805千円となっており

ます。

 
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)

　当社の事業セグメントは、細胞バンク事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報

の記載を省略しております。

 

当第３四半期累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)

当社の事業セグメントは、細胞バンク事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報

の記載を省略しております。

 

(収益認識関係)

当第３四半期累計期間（自　2021年４月１日 至　2021年12月31日）

  (単位：千円)

 

 報告セグメント

合計
細胞バンク事業 計

一時点で移転される財 1,072,797 1,072,797 1,072,797

一定の期間にわたり移転される財 243,885 243,885 243,885

顧客との契約から生じる収益 1,316,683 1,316,683 1,316,683

その他の収益    

外部顧客への売上高 1,316,683 1,316,683 1,316,683
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(１株当たり情報)

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)

１株当たり四半期純利益 12円49銭 19円34銭

(算定上の基礎)   

 四半期純利益(千円) 60,800 97,590

 普通株主に帰属しない金額(千円) － －

 普通株式に係る四半期純利益(千円) 60,800 97,590

 普通株式の期中平均株式数(株) 4,867,100 5,045,043
 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2022年２月10日

株式会社ステムセル研究所

取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

大阪事務所
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 西　　田　　順　　一  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 河　　野　　匡　　伸  

 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ステム

セル研究所の2021年４月１日から2022年３月31日までの第23期事業年度の第３四半期会計期間（2021年10月１日から

2021年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、す

なわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ステムセル研究所の2021年12月31日現在の財政状態及び同日を

もって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認

められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか

結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四

半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でな

い場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、

四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存

続できなくなる可能性がある。

・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準

拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 
 

 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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